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留保金課税解消についてのお知らせ 

 

当社は、株主の皆様に対して更なる利益還元を行うため、以下の施策を実施したことをお知ら

せいたします。 

 

1. 留保金課税の解消による利益向上に向けた施策の内容 

当社代表取締役社長濵田幸一が保有する 300,700 株（発行済株式総数の約 0.27％に相当）の

株式を以下の期間にて売却いたしました。 

売却の期間：2025 年 6 月 13 日 

※当処分は所有株式の売却のため、1 株当たりの価値の希薄化は発生しておりません。 

 当社代表取締役社長濵田幸一の持株比率は 50.1％から 49.83％（1％未満）に低下し、留保金

課税が解消され実際の法人税等の負担税率が約 32％から約 30％に下がる見込みです。 

 

2. 施策実施の理由 

当社は、株主の皆様への配当を経営における最重要課題の一つと位置付けており、安定した

配当の維持を基本方針としています。 

2025 年 6 月 12 日時点で、当社代表取締役社長濵田幸一が保有する株式保有率が 50.1％ある

ことから、留保金課税として特別税率による法人税が通常の法人税とは別に追加的に課税され

る状況となっていました。そのため、当社としましては、配当による利益還元が十分ではない

と判断し、当社代表取締役社長濵田幸一が保有する株式の売却により、留保金課税の解消をお

こなうことといたしました。 

なお、本株式の売却は、議決権割合の変動が 1％未満であり、会社の財務健全性を保ちつ

つ、将来的な留保金課税による影響を軽減することで、株主の皆様にとって安定的かつ持続可

能な企業価値向上を図るための対策として実施したものです。 

したがって、経営権や支配関係に影響を及ぼすものではなく、今後も株主の皆様の利益を最

優先に経営を進めてまいります。 

以上 



【本リリースに関するお問い合わせ先】  

株式会社アースインフィニティ 戦略的ＩＲ室 

Tell:06-4967-2258  Mail：earth-ir@earth-infinity.co.jp 

 


